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津市自治会問題に関する補助金等の返還について  

 

このことについて、相生町自治会に対して、令和３年６月８日（火）に津

市ごみ一時集積所設置等事業補助金、津市自治会掲示板設置補助金、津市集

会所建築等補助金及び津市防犯灯設置補助金の交付決定を取り消し、交付

した補助金の返還を命じるとともに、同日、相生町自治会長に対して、補助

金返還命令相当額の損害賠償請求を行ったところ、本日、令和３年６月１１

日（金）に相生町自治会長からその全額１０，６０３，３４６円（補助金返

還命令相当額８，４５５，０００円及び遅延損害金２，１４８，３４６円）

が返還されました。その内容は、下記のとおりです。  

 

記  

 

１ 返還の内容  

 ⑴ 津市ごみ一時集積所設置等事業補助金  

   平成２５年度、平成２６年度、平成２８年度、平成２９年度、令和元

年度及び令和２年度に交付した津市ごみ一時集積所設置等事業補助金

返還命令相当額の損害賠償金５，８５０，０００円及び補助金受領の日

から返還日までの遅延損害金１，３９７，４８３円  

⑵ 津市自治会掲示板設置補助金  

   平成２６年度、平成２８年度及び平成２９年度に交付した津市自治

会掲示板設置補助金返還命令相当額の損害賠償金３２５，０００円及

び補助金受領の日から返還日までの遅延損害金７６，４０９円  

⑶ 津市集会所建築等補助金  

   平成２６年度に交付した津市集会所建築等補助金返還命令相当額の

損害賠償金１，０００，０００円及び補助金受領の日から返還日までの

遅延損害金３１５，３４１円  

⑷ 津市防犯灯設置補助金  

   平成２７年度及び平成２８年度に交付した津市防犯灯設置補助金返

還命令相当額の損害賠償金１，２８０，０００円及び補助金受領の日か

ら返還日までの遅延損害金３５９，１１３円  

 

 



２ 事務担当  

⑴ 津市ごみ一時集積所設置等事業補助金に関すること  

   環境部環境事業課（電話０５９－２３７－５３１１） 

⑵ 津市自治会掲示板設置補助金に関すること 

市民部地域連携課（電話０５９－２２９－３１１０） 

⑶ 津市集会所建築等補助金に関すること 

   市民部地域連携課（電話０５９－２２９－３１１０） 

⑷ 津市防犯灯設置補助金に関すること 

   市民部市民交流課（電話０５９－２２９－３２５２） 


